
プロシミドン（案） 

 

今般の残留基準の検討については、農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う基準値設定依

頼が農林水産省からなされたことに伴い、食品安全委員会において食品健康影響評価がなさ

れたことを踏まえ、農薬・動物用医薬品部会において審議を行い、以下の報告を取りまとめ

るものである。 

 

１．概要 

（１）品目名：プロシミドン[ Procymidone (ISO) ]  

 

（２）用 途：殺菌剤 

ジカルボキシイミド系殺菌剤である。植物病原菌（ボトリチス属菌、スクレロチニア

属菌等）に対し、菌糸の伸張生育を阻害することにより、殺菌効果を示すと考えられて

いる。 

 

（３）化学名及びCAS番号 

3-(3,5-Dichlorophenyl)-1,5-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione 

(IUPAC) 

 

3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione, 3-(3,5-dichlorophenyl)-1,5-dimethyl- 

(CAS：No. 32809-16-8）  

 

（４）構造式及び物性 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

分 子 式  C13H11NO2Cl2 

分 子 量  284.13 

水溶解度  2.46×10-3 g/L（20℃） 

分配係数  log10Pow = 3.30（25℃） 
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２．適用の範囲及び使用方法 

本剤の適用の範囲及び使用方法は以下のとおり。 

作物名、使用時期となっているものについては、今回農薬取締法（昭和23年法律第82

号）に基づく適用拡大申請がなされたものを示している。 

 

（１）国内での使用方法 

  ① 50.0%プロシミドン水和剤 

作物名 適用 
希釈 

倍数 
使用液量 使用時期 

本剤

の 

使用 

回数 

使用 

方法 

ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 

を含む 

農薬の 

総使用回数 

小麦 
雪腐大粒 

菌核病 
1000倍 

60～150 

 L/10 a 
収穫75日前まで 

2回 

以内 

散布 

2回以内 

りんご ﾓﾆﾘｱ病 

200～700 

L/10 a 

収穫90日前まで 
4回 

以内 
4回以内 

 

灰色かび病 
1500～

3000倍 

収穫30日前まで 
2回 

以内 
2回以内 

みかん 収穫30日前まで 
3回 

以内 
3回以内 

もも 

灰星病 

1000～

1500倍 
収穫3日前まで 

すもも 
1000～

2000倍 

収穫14日前まで 

1回 1回 

おうとう 
1000～

1500倍 

3回 

以内 
3回以内 

あんず 1500倍 

びわ 灰色かび病 
1000～

2000倍 
収穫前日まで 

マンゴー 軸腐病 1000倍 

収穫21日前まで 

ばれいしょ 

菌核病 

1000～

1500倍 

100～300 

L/10 a 

4回 

以内 
4回以内 

だいず 1000～

2000倍 

あずき 
2回 

以内 
2回以内 

灰色かび病 
1000倍 

らっかせい 
1000～

2000倍 

4回 

以内 
4回以内 

汚斑病 

いんげんまめ 
菌核病 

灰色かび病 

2回 

以内 
2回以内 

 

かんきつ 

(みかんを除く) 
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① 50.0%プロシミドン水和剤（つづき） 

作物名 適用 
希釈 

倍数 
使用液量 使用時期 

本剤 

の 

使用 

回数 

使用 

方法 

ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 

を含む 

農薬の 

総使用回数 

きゅうり 

つる枯病 1000倍 

100～300 

L/10 a 

収穫前日まで 
6回 

以内 

散布 

6回以内 

(常温煙霧は 

2回以内) 
菌核病 

灰色かび病 
1000～

2000倍 ズッキーニ 
菌核病 

6回以内 

すいか 収穫7日前まで 
5回 

以内 
5回以内 

つる枯病 1000倍 

メロン 
菌核病 

2000倍 収穫前日まで 

3回 

以内 
3回以内 かぼちゃ 

1000～ 

2000倍 

収穫14日前まで 

トマト 灰色かび病 

収穫前日まで 

なす 
菌核病 

灰色かび病 

6回 

以内 
6回以内 

ピーマン 

黒枯病 1000倍 

5回 

以内 
5回以内 

菌核病 

灰色かび病 

1000～ 

2000倍 

ししとう 黒枯病 5000倍 

キャベツ 
菌核病 

2000～ 

3000倍 
収穫14日前まで 

4回 

以内 
4回以内 

レタス 
1000～ 

2000倍 
収穫7日前まで 

5回 

以内 
5回以内 

灰色かび病 

ねぎ 
小菌核腐敗病 

黒腐菌核病 

1000倍 

収穫21日前まで 
3回 

以内 

株元 

散布 
3回以内 

たまねぎ 

灰色腐敗病 

灰色かび病 

小菌核病 

収穫前日まで 
5回 

以内 

散布 

5回以内 

灰色かび病 16倍 
2.4  

L/10 a 

無人 

ﾍﾘｺ

ﾌﾟﾀｰ 

に 

よる 

散布 

にんにく 黒腐菌核病 

種球 

重量 

の 

0.4% 

－ 植付前 1回 

種球 

粉衣 

(湿粉

衣) 

1回 

－：規定されていない項目 
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① 50.0%プロシミドン水和剤（つづき） 

作物名 適用 
希釈 

倍数 
使用液量 使用時期 

本剤 

の 

使用 

回数 

使用 

方法 

ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 

を含む 

農薬の 
総使用回数 

いちご 
灰色かび病 

菌核病 

2000倍 100～300 

L/10 a 

収穫前日まで 

3回 

以内 

散布 

3回以内 

食用へちま 

菌核病 

2回 

以内 
2回以内 

とうがん 収穫7日前まで 

にんじん 1500倍 収穫30日前まで 1回 1回 

 
  ① 50.0%プロシミドン水和剤（つづき） 

作物名 適用場所 適用 使用量 
使用 

液量 

使用 
時期 

本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 

を含む 

農薬の 

総使用回数 

きゅうり 温室､ 
ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ等 
密閉できる 

場所 

灰色 
かび病 

200 

g/10 a 

10  

L/10 a 
収穫 
前日 
まで 

2回以内 
常温 

煙霧 

6回以内 

(常温煙霧は 

2回以内) 

なす 250 

g/10 a 

5  

L/10 a 
6回以内 6回以内 

 

② 30.0%プロシミドンくん煙顆粒剤 

作物名 適用 
場所 適用 使用量 くん煙

時間 使用時期 
本剤の 
使用 
回数 

使用

方法 

ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 
を含む 
農薬の 

総使用回数 

きゅうり 

温室、 
ﾋﾞﾆｰﾙ 
ﾊｳｽ等 
密閉 

できる 
場所 

菌核病 
灰色かび病 

くん煙室容積 

100 m3(床面積 

50 m2×高さ2 

m)当たり6 g 
通常 

10～15 

時間 

収穫前日

まで 

6回 

以内 

く 

ん 

煙 

6回以内 

(常温煙霧は 

2回以内) 

なす 

灰色かび病 

6回以内 

いちご 
トマト 

3回 

以内 
3回以内 

ピーマン 
オクラ 

ししとう 5回 

以内 
5回以内 

すいか 菌核病 収穫7日

前まで 

みかん 灰色かび病 

 

くん煙室容積 

100 m3 (床面積 

33 m2×高さ3 

m)当たり10 g 

 

開花期 

ただし､ 

収穫45日 

前まで 

3回 

以内 
3回以内 
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③ 37.5%プロシミドン・12.5%ジエトフェンカルブ水和剤 

作物名 適用 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 

を含む 

農薬の 

総使用回数 

みかん 
灰色かび病 2000倍 

200～700 

L/10 a 

開花期 

ただし、収穫 

30日前まで 3回以内 

散布 

 

 

 

3回以内 

トマト 

150～300 

L/10 a 

収穫前日まで 

 

なす 
菌核病 1500倍 

5回以内 

6回以内 
灰色かび病 

1500～ 

2000倍 

きゅうり 

灰色かび病 

褐斑病 
6回以内 

(常温煙霧は 

2回以内) 菌核病 1500倍 

レタス 
菌核病 

灰色かび病 1000～ 

2000倍 
収穫7日前まで 5回以内 

たまねぎ 灰色かび病 

いんげんまめ 
灰色かび病 

菌核病 
1500倍 

収穫21日前まで 

2回以内 2回以内 

すいか 
つる枯病 

1500～ 

2000倍 5回以内 5回以内 

菌核病 2000倍 

ふき 灰色かび病 1500倍 
150～400 

L/10 a 
収穫14日前まで 2回以内 2回以内 

キウイ 

フルーツ 

貯蔵病害 

(灰色 

かび病) 

2000倍 

200～700 

L/10 a 
収穫前日まで 4回以内 4回以内 

みつば 灰色かび病 － 

収穫21日前まで 

1回 1回 

つるむらさき 菌核病 
150～300 

L/10 a 
2回以内 2回以内 

にがうり 斑点病 
100～300 

L/10 a 
収穫7日前まで 
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④ 20.0%プロシミドン・67.3%銅水和剤 

作物名 適用 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 

を含む 

農薬の 

総使用回数 

きゅうり 

灰色かび病 

べと病 

斑点細菌病 

菌核病 

炭疽病 

うどんこ病 

500倍 

100～300 

L/10 a 

収穫前日まで 6回以内 

散布 

6回以内 

(常温煙霧は

2回以内) 

すいか 

つる枯病 

菌核病 

炭疽病 

褐斑細菌病 

収穫7日前まで 

5回以内 5回以内 たまねぎ 

灰色腐敗病 

軟腐病 

灰色かび病 

りん片腐敗病 

収穫前日まで 

レタス 

菌核病 

灰色かび病 

軟腐病 

腐敗病 

収穫7日前まで 

ばれいしょ 

菌核病 

疫病 

軟腐病 

収穫21日前まで 4回以内 4回以内 

みかん 
かいよう病 

灰色かび病 

200～700 

L/10 a 

開花期 

ただし､ 

収穫30日前まで 

3回以内 3回以内 

 

⑤ 20.0%プロシミドン・60.0%クロロタロニル水和剤 

作物名 適用 希釈倍数 使用時期 
本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 

を含む 

農薬の 

総使用回数 

もも 
灰星病 

ﾎﾓﾌﾟｼｽ腐敗病 

700～ 

1000倍 
収穫3日前まで 3回以内 散布 3回以内 

 

３．代謝試験 

（１）植物代謝試験 

   植物代謝試験が、きゅうり、いんげんまめ、レタス及びぶどうで実施されており、可

食部で 10%TRR 注）以上認められた代謝物はなかった。 

注）%TRR：総放射性残留物（TRR：Total Radioactive Residues）濃度に対する比率（%） 
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【代謝物略称一覧】 

略称 化学名 

N 3,5-ジクロロアニリン 

 

 

 

      

 

 

代謝物N 

 

注）残留試験の分析対象となっている代謝物について構造式を明記した。 

 

４．作物残留試験 

（１）分析の概要 

① 分析対象物質 

・プロシミドン 

・代謝物N 

・加水分解により代謝物Nに変換される化合物(プロシミドンを含む。) 

 
② 分析法の概要 

 ⅰ）プロシミドン 

試料からメタノール又はアセトンで抽出し、ジクロロメタン又はn-ヘキサンに

転溶する。必要に応じてアセトニトリル/ヘキサン分配し、シリカゲルカラム、フ

ロリジルカラム、フロリジルカラム及びシリカゲルカラム、多孔性ケイソウ土カ

ラム及びフロリジルカラム又はC18カラム及びフロリジルカラムを用いて精製した

後、アルカリ熱イオン化検出器付きガスクロマトグラフ（GC-FTD）又は電子捕獲

型検出器付きガスクロマトグラフ（GC-ECD）、高感度窒素・リン検出器付きガスク

ロマトグラフ（GC-NPD）で定量する。 

または、試料からアセトンで抽出し、n-ヘキサンに転溶する。フロリジルカラ

ムを用いて精製した後、シリカゲル薄層を用いて展開後かき取り、アセトンで抽

出し、GC—ECDで定量する。 

または、試料にメタノールを加えてホモジナイズし、さらにアセトニトリルを

加えてホモジナイズした後ろ過する。残渣に水・メタノール・アセトニトリル（2：

1：4）混液を加えてホモジナイズしてろ過する。ろ液からクロロホルムに転溶し、

フロリジルカラムを用いて精製した後、GC—ECDで定量する。 

または、試料からアセトンで抽出し、多孔性ケイソウ土カラムを用いて精製する。

アセトニトリル/ヘキサン分配し、グラファイトカーボンカラム及びフロリジルカ
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ラムを用いて精製した後、GC-NPDで定量する。 

または、試料からアセトンで抽出し、多孔性ケイソウ土カラム及びフロリジル

カラム又は多孔性ケイソウ土カラム及びグラファイトカーボン/PSA/シリカゲル

積層カラムを用いて精製した後、GC-NPDで定量する。 

あるいは、試料からアセトン又はアセトニトリルで抽出し、多孔性ケイソウ土

カラム及びシリカゲルカラム、多孔性ケイソウ土カラム及びフロリジルカラム、

C18カラム及びフロリジルカラム又はスチレンジビジルベンゼン共重合体カラム及

びフロリジルカラムを用いて精製した後、GC-ECDで定量する。 

 

定量限界： 0.001～0.5 mg/kg 

 

 ⅱ）代謝物N 

試料から含水アセトン又は含水メタノールで抽出し、n-ヘキサン又はジクロロ

メタンに転溶する。フロリジルカラム又はシリカゲルカラムを用いて精製した後、

GC-FTDで定量する。 

または、試料からメタノールで抽出し、10 mol/L水酸化ナトリウム溶液を加え

てn-ヘキサンに転溶する。1 mol/L塩酸に抽出した後、10 mol/L水酸化ナトリウム

溶液を加えてn-ヘキサンに転溶し、GC-FTDで定量する。なお、代謝物Nの分析値は、

換算係数1.75を用いてプロシミドン濃度に換算した値として示した。 

 

定量限界： 0.00875～0.035 mg/kg（プロシミドン換算濃度） 

  

ⅲ）加水分解により代謝物Nに変換される化合物(プロシミドンを含む。) 

試料に20 mol/L水酸化カリウム溶液を加え水蒸気蒸留し、代謝物Nに加水分解し

て0.5 mol/L硫酸に捕集する。捕集液に塩化ナトリウム及び20 mol/L水酸化カリウ

ム溶液を加えて代謝物Nをn-ヘキサンに転溶し、フロリジルカラムを用いて精製し

た後、GC-FTDで定量する。なお、加水分解により代謝物Nに変換される化合物の分

析値は、換算係数1.75を用いてプロシミドン濃度に換算した値として示した。 

 

定量限界： 0.02～0.07 mg/kg（プロシミドン換算濃度） 

 

（２）作物残留試験結果 

国内で実施された作物残留試験の結果の概要については別紙1を参照。 

 

５．ADI及びARfDの評価 

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号の規定に基づき、食品安全委

員会あて意見を求めたプロシミドンに係る食品健康影響評価において、以下のとおり評価

されている。 
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（１）ADI 

無毒性量：3.5 mg/kg 体重/day 

（動物種）   ラット   

（投与方法）  強制経口 

（試験の種類）発生毒性試験 

（期間）     妊娠6～19日 

安全係数：100 

ADI：0.035 mg/kg 体重/day 

 

発がん性試験において、ラットで精巣間細胞腫の発生頻度増加が認められた。発生機

序検討試験の結果、プロシミドンは、AR注1)への結合性を有し、血中ホルモンの不均衡

（LH   

注2)の増加）を惹起することが明らかにされ、LHの持続的な刺激により精巣間細胞腫

が発現したと考えられた。また、雄マウスで肝芽腫の発生頻度の増加傾向が認められた

が、腫瘍の発生機序は遺伝毒性によるものとは考え難く、評価に当たり閾値を設定する

ことは可能であると考えられた。 

   注1）アンドロゲン受容体 

   注2）黄体形成ホルモン 

 

（２）ARfD 

  ① 国民全体の集団 

無毒性量：30 mg/kg 体重 

（ARfD設定根拠資料①）急性神経毒性試験 

（動物種）    ラット 

（投与方法）  強制経口 

 

（ARfD設定根拠資料②）一般薬理試験 

（動物種）    マウス 

（投与方法）  強制経口 

安全係数：100 

ARfD：0.3 mg/kg 体重 

 

  ② 妊婦又は妊娠している可能性のある女性 

無毒性量：3.5 mg/kg 体重/day 

（動物種）    ラット 

（投与方法）  強制経口 

（試験の種類）発生毒性試験 

（期間）     妊娠6～19日 

安全係数：100 

ARfD：0.035 mg/kg 体重 
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６．諸外国における状況 

JMPRにおける毒性評価が行われ、2007年にADI及びARfDが設定されている。国際基準は

設定されていない。 

米国、カナダ、EU、豪州及びニュージーランドについて調査した結果、米国においてぶ

どうに、カナダにおいてぶどうに、EUにおいてりんご、ぶどう等に、豪州において小豆類、

にんにく等に、ニュージーランドにおいてぶどう、いちご等に基準値が設定されている。 

 

７．基準値案 

（１）残留の規制対象 

プロシミドンとする。 

 

一部の作物残留試験において、代謝物N及び加水分解により代謝物Nに変換される化合

物（プロシミドンを含む。）の分析が行われているが、代謝物Nの残留濃度はプロシミド

ンと比較して明らかに低いこと、加水分解により代謝物Nに変換される化合物（プロシ

ミドンを含む。）については、親化合物を差し引いた濃度は、親化合物の濃度より明ら

かに低いことから、残留の規制対象にはこれらの代謝物は含めず、プロシミドンのみと

する。 

 

（２）基準値案 

別紙2のとおりである。 

 

（３）暴露評価対象 

プロシミドンとする。 

    

一部の作物残留試験において、代謝物N及び加水分解により代謝物Nに変換される化合

物（プロシミドンを含む。）の分析が行われているが、代謝物Nは、親化合物と比較して

明らかに低い残留濃度であること、加水分解により代謝物Nに変換される化合物（プロ

シミドンを含む。）については、親化合物を差し引いた濃度は、親化合物の濃度より明

らかに低いこと、可食部試料中で10%TRRを超える代謝物は認められていないこと、また、

JMPRの評価においても暴露評価対象物質は親化合物のみとしていることから、暴露評価

対象にはこれらの代謝物は含めず、プロシミドンのみとする。 

 

なお、食品安全委員会は、食品健康影響評価において、農産物中の暴露評価対象物質

をプロシミドン（親化合物のみ）としている。    

 

（４）暴露評価 

① 長期暴露評価 

1日当たり摂取する農薬等の量のADIに対する比は、以下のとおりである。詳細な暴
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露評価は別紙3参照。 

 

 EDI／ADI(%)注） 

国民全体（1歳以上） 17.4 

幼小児（1～6歳） 38.2 

妊婦 13.7 

高齢者（65歳以上）   20.8 

注）各食品の平均摂取量は、平成17～19年度の食品摂取頻度・摂取量調査の特別集計

業務報告書による。 

EDI試算法：作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量 

 

② 短期暴露評価 

各食品の短期推定摂取量（ESTI）を算出したところ、国民全体（1歳以上）、幼小児

（1～6歳）及び妊婦又は妊娠している可能性のある女性（14～50歳）のそれぞれにお

ける摂取量は急性参照用量（ARfD）を超えていない注）。詳細な暴露評価は別紙4-1、

4-2及び4-3参照。 

注）基準値案、作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値（STMR）を用い、平成17

～19年度の食品摂取頻度・摂取量調査及び平成22年度の厚生労働科学研究の結果に基づきESTI

を算出した。 
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

45 ,75,90,257 圃場A:0.06/-/- (2回,90日)

45 ,75,90,250 圃場B:0.01/-/- (2回,250日)

21,32 圃場A:0.498/-/-

21,30 圃場B:1.35/-/- (4回,30日)

3,4 21,30 圃場C:0.852/-/-（3回,21日）

20,29 圃場D:0.77/-/- (4回,20日)

21,30 圃場E:1.08/-/-

4 21,30 圃場F:1.00/-/-

20,29 圃場A:1.10/-/- (4回,29日)(#)

21,30 圃場B:1.60/-/- (4回,21日)(#)

20,29 圃場A:0.10/-/- (2回,29日)

21,27 圃場B:0.10/-/-

圃場A:0.340/-/- (3回,21日)(#)

圃場B:0.190/-/- (3回,21日)(#)

圃場A:1.10/-/- (3回,21日)(#)

圃場B:1.72/-/- (3回,21日)(#)

20,36 圃場A:*0.46/*0.035/*0.60 (*4回,20日)(#)

21,35 圃場B:*0.33/*<0.035/*0.46 (*4回,21日)(#)

圃場A:1.23/-/-

圃場B:0.58/-/-

21,27 圃場A:0.38/-/- (2回,27日)

21,30 圃場B:0.46/-/- (2回,30日)

圃場C:0.56/-/-

圃場D:0.13/-/-

20,29 圃場A:0.246/-/- (4回,29日)

21,30 圃場B:0.826/-/-

19,28 圃場A:0.082/-/- (4回,19日)

21,30 圃場B:0.05/-/-

圃場C:0.01/-/-

圃場D:0.08/-/-

圃場E:0.02/-/-

圃場F:0.02/-/-

14,21,28 圃場A:0.103/-/- (4回,28日)

7 ,14,21,28 圃場B:0.069/-/- (4回,28日)

圃場A:0.836/-/- (6回,7日)(#)

圃場B:0.04/-/- (6回,7日)(#)

圃場A:0.66/-/-

圃場B:0.24/-/-

圃場A:0.042/-/- (4回,1日)

圃場B:0.042/-/- (4回,7日)

1 1000倍散布 100 L/10 a 4,8 1,3,7 圃場A:0.02/-/- (4回,1日)

圃場A:0.05/-/-

圃場B:0.04/-/-

圃場A:0.47/-/- (2回,21日)(#)

圃場B:1.18/-/- (2回,21日)(#)

圃場A:0.74/-/-

圃場B:0.42/-/-

272 圃場A:0.02/-/-

226 圃場B:0.02/-/-

30,45,60 圃場A:0.02/-/-

30,45,59 圃場B:0.05/-/-

圃場A:<0.5/-/-

圃場B:0.8/-/-

圃場A:1.61/-/- (2回,3日)

圃場B:0.74/-/- (2回,14日)

圃場A:0.947/-/- (3回,3日)

圃場B:0.508/-/- (3回,3日）

圃場A:1.09/-/-

圃場B:1.68/-/- (3回,3日)

圃場C:0.80/-/-

圃場D:0.72/-/-

圃場A:0.426/-/- (3回,7日)(#)

圃場B:0.130/-/-

プロシミドンの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ/代謝物N/加水分解により代謝物Nに
変換される化合物(ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝを含む。)】

小麦
(玄麦)

2

2 2

2
2000倍散布
200 L/10 a

3

50.0%水和剤
1000倍散布
150 L/10 a

2

だいず
(乾燥子実)

6 50.0%水和剤
1000倍散布
200 L/10 a

4

4

7 ,14 ,21

いんげんまめ
(乾燥子実)

2

50.0%水和剤

1000倍散布
100 L/10 a

3 ,4 21

2
2000倍散布
100 L/10 a

4

2
2000倍散布

125,200 L/10 a
2,4 21

4

1000倍散布
100 L/10 a

2
1000倍散布
200 L/10 a

21,30

あずき
(乾燥子実)

2

50.0%水和剤

1000倍散布
200 L/10 a

4

らっかせい
(乾燥子実)

2 50.0%水和剤
1000倍散布
200 L/10 a

4

ばれいしょ
(塊茎)

6 50.0%水和剤

1000倍散布
100 L/10 a

4
1000倍散布

100,150～250 L/10 a
21,30

1000倍散布
100 L/10 a

21,30

キャベツ
(葉球)

2 50.0%水和剤
2000倍散布

200,264～285 L/10 a
2,4

ふき
(茎部)

2 37.5%水和剤
1500倍散布
150 L/10 a

2 14,21,28

レタス
(茎葉)

2 50.0%水和剤
1000倍散布

150～200,220 L/10 a
3,6 3 ,7,14,21

たまねぎ
(鱗茎)

2

50.0%水和剤

1000倍散布
150,100～200 L/10 a

4,8 1,3,7

2
16倍無人ﾍﾘ散布

2.4 L/10 a
5 1,3,7

ねぎ
(茎葉)

2 50.0%水和剤
1000倍散布

187.5,200 L/10 a
3 21,35,49

根深ねぎ
(茎葉)

2 50.0%水和剤
500倍苗根部浸漬

+1000倍土寄せ前株元散布
200 L/10 a

1+1,
1 +3

7 ,14 ,21

みつば
(茎葉)

2 37.5%水和剤
2000倍散布

44～64.4,100 L/10 a
1 14 ,21,28

にんにく
(鱗茎)

2 50.0%水和剤 0.4%湿粉衣 1

にんじん
(根部)

2 50.0%水和剤
1500倍散布
200 L/10 a

1

4

1000倍散布
200 L/10 a

3 1,3

1000倍散布
214,219～292 L/10 a

3 1,3,7,14,21

トマト
(果実)

2

50.0%水和剤

1000倍散布
150～250,300 L/10 a

2,4 3,7,14,21

2
2000倍散布
250 L/10 a

3 1,3

2 30.0%くん煙顆粒剤
くん煙

6,7.6 g/100 m3
3 1,3,7
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

プロシミドンの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ/代謝物N/加水分解により代謝物Nに
変換される化合物(ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝを含む。)】

圃場A:3.80/-/- (3回,1日)

圃場B:3.75/-/- (6回,1日)(#)

圃場C:1.50/-/-

圃場D:3.60/-/-

5 1,3 圃場E:2.79/-/-

3,5 1 圃場F:3.30/-/-

圃場A:0.92/-/- (4回,1日)

圃場B:0.91/-/-

圃場C:0.84/-/- (6回,1日)(#)

圃場D:0.76/-/- (6回,1日)(#)

3 圃場A:0.10/-/- (3回,1日)(#)

6 圃場B:0.340/-/- (6回,1日)(#)

3 圃場A:0.29/-/- (3回,1日)

6 圃場B:1.895/-/-
圃場A:1.16/-/-
圃場B:1.03/-/-

圃場A:1.12/-/-

圃場B:1.24/-/-

圃場A:0.825/-/-

圃場B:0.730/-/-

圃場A:1.18/-/-

圃場B:0.56/-/-

圃場A:1.03/-/-

圃場B:0.641/-/-

圃場A:0.581/-/-

圃場B:0.354/-/- (6回,3日)

圃場A:0.376/-/- (5回,1日)

圃場B:0.461/-/-

圃場C:0.20/-/-

圃場D:0.47/-/-

1000倍散布
333 L/10 a

1,2,3,4 1,3,4,7,8 圃場A:1.40/-/- (4回,1日)

1000倍散布
240 L/10 a

1,2,3 1,3,7 圃場B:0.554/-/- (1回,1日)

1000倍散布
222 L/10 a

1,2,3 1,3,7 圃場C:1.98/-/- (2回,1日)

圃場A:0.338/-/- (3回,1日)

圃場B:1.24/-/- (3回,1日)

1000倍散布
200 L/10 a

6 1,3,7 圃場C:0.348/<0.00875/0.402

1000倍散布
250 L/10 a

6 1,3,7 圃場D:1.70/<0.0175/1.73

1000倍散布
55～250 L/10 a

6 1,3,7 圃場E:0.836/<0.00875/0.632 (#)

1
1000倍散布
200 L/10 a

6 2,5,10 圃場A:*0.20/*<0.0175/*0.21 (*6回,2日)

圃場A:0.968/-/-

圃場B:0.363/-/-

圃場A:0.794/-/-

圃場B:0.432/-/-

圃場A:0.480/-/-

圃場B:0.356/-/-

圃場A:1.65/-/-

圃場B:0.58/-/-

圃場A:1.10/-/-

圃場B:0.52/-/- (6回,3日)

1
30倍常温煙霧
10 L/10 a

1,2,3 ,4 1,3,4,7,8 圃場A:0.47/-/- (1回,1日)(#)

1
50倍常温煙霧
12 L/10 a

1,2,3 1,3,7 圃場A:0.154/-/-(#)

1
43倍常温煙霧
7.8 L/10 a

1,2,3 1,3,7 圃場A:1.85/-/- (1回,3日)(#)

圃場A:0.50/-/- (6回,1日)(#)

圃場B:0.28/-/- (6回,1日)(#)

圃場A:0.89/-/- (6回,1日)(#)

圃場B:0.57/-/- (6回,1日)(#)

1,3

1,3

6

6

1000倍散布
100～250 L/10 a

1300倍散布
100～250 L/10 a

2000倍散布
100～250 L/10 a

1000倍散布
100～250 L/10 a

1300倍散布
100～250 L/10 a

2000倍散布
100～250 L/10 a

ピーマン
(果実)

6 50.0%水和剤

1000倍散布
300,132～300 L/10 a

3,6 1,3,7,14

1000倍散布
150,250 L/10 a

5 1

1000倍散布
200 L/10 a

4 30.0%くん煙顆粒剤
くん煙

6 g/100 m
3

4,5 1,3,7

2
1000倍散布
300 L/10 a

1,3

6 1,7,14,28

2
17倍常温煙霧
5 L/10 a

1,3

なす
(果実)

4 30.0%くん煙顆粒剤
くん煙

6 g/100 m
3

5,6 1,3,7

6 1,7,14,28

2

2

1,36

きゅうり
(果実)

1,36

2000倍散布
250 L/10 a

2000倍散布
200 L/10 a

1300倍散布
250 L/10 a

1300倍散布
200 L/10 a

1,3,7

1000倍散布
125～250 L/10 a

3,6 1,3,7

1000倍散布
250 L/10 a

3

5

2 30.0%くん煙顆粒剤
くん煙

12 g/100 m3
6 1,3,7

2 25%フローダスト
散布

300 g/10 a
6

50.0%水和剤

50.0%水和剤

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

プロシミドンの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ/代謝物N/加水分解により代謝物Nに
変換される化合物(ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝを含む。)】

圃場A:0.820/-/-

圃場B:0.541/-/- (3回,21日)

圃場A:0.10/-/- (3回,21日)

圃場B:0.08/-/- (5回,21日)(#)

圃場A:0.423/-/- (5回,3日)(#)

圃場B:0.060/-/- (5回,3日)(#)

圃場A:0.17/-/- (5回,14日)

圃場B:0.12/-/- (5回,14日)

14 圃場A:0.084/-/-

13 圃場B:<0.05/-/-

圃場A:0.21/-/-

圃場B:0.09/-/-

圃場A:0.78/-/- (5回,14日)

圃場B:1.40/-/-

圃場A:0.48/-/-

圃場B:0.25/-/-

圃場A:0.43/-/-
 注2) 

(5回,14日)

圃場B:0.64/-/- 
注2)

圃場A:0.30/-/- 
注2)

圃場B:0.15/-/- 
注2)

圃場A:0.09/-/- (3回,1日)(#)

圃場B:0.12/-/- (3回,3日)(#)

圃場A:0.08/-/- (3回,7日)

圃場B:0.08/-/- (3回,7日)

圃場C:0.04/-/- (3回,3日)

圃場A:0.67/-/-

圃場B:0.88/-/-

圃場C:0.48/-/- (3回,3日)

圃場A:0.36/-/- (3回,1日)(#)

圃場B:0.46/-/- (3回,1日)(#)

圃場A:0.20/-/-

圃場B:0.46/-/-

圃場A:0.34/-/-

圃場B:0.24/-/-

圃場A:0.29/-/-

圃場B:0.78/-/-

3 圃場A:5.25/-/- (3回,1日)(#)

3,4 圃場C:3.16/-/- (4回,1日)(#)

14 ,21,29 圃場A:0.8/-/-

14 ,21,30 圃場B:0.1/-/-

圃場A:0.07/-/-

圃場B:0.12/-/-

圃場C:0.10/-/-

圃場D:0.01/-/-

圃場E:0.03/-/-

圃場F:0.04/-/-

30,60 圃場A:0.14/-/- (3回,60日)(#)

31,60 圃場B:0.33/-/- (3回,31日)(#)

202 圃場A:<0.01/-/- (#)

157 圃場B:<0.01/-/- (#)

30 ,60 圃場A:<0.005/-/- (3回,60日)

45,60 圃場B:0.038/-/-

圃場C:<0.01/-/-

圃場D:0.01/-/-

かぼちゃ
(果実)

2 50.0%水和剤
1000倍散布

180～200 L/10 a
3 7 ,14,21

すいか
(果肉)

2

50.0%水和剤

1000倍散布
150,50～400 L/10 a

3,5 21

2
1000倍散布
200 L/10 a

5 1 ,3

2
1000倍散布

150～280 L/10 a
5 7,14,21,28

2

30.0%くん煙顆粒剤
くん煙

6 g/100 m
3 5

2 7,14,21,28

7,14,21,28

すいか
(果実)

2 50.0%水和剤
1000倍散布

150～280 L/10 a
5 7,14,21,28

2 30.0%くん煙顆粒剤
くん煙

6 g/100 m
3

すいか
(果皮)

2 50.0%水和剤
1000倍散布

150～280 L/10 a
5 7,14,21,28

2 30.0%くん煙顆粒剤
くん煙

6 g/100 m
3 5

5 7,14,21,28

メロン
(果肉)

2 50.0%水和剤
1000倍散布
250 L/10 a

3 1,3

3 50.0%水和剤

食用へちま
(果実)

2 50.0%水和剤
2000倍散布
200 L/10 a

3 1,3,7

2000倍散布
250～293 L/10 a

3 1,3,7

メロン
(果実)

3 50.0%水和剤
2000倍散布

250～293 L/10 a
3 1,3,7

にがうり
(果実)

2 37.5%水和剤
2000倍散布
300 L/10 a

2 1 ,3 ,7,14

とうがん
(果実)

2 50.0%水和剤
2000倍散布
267 L/10 a

2 3 ,7,14

さやいんげん
(さや)

2 50.0%水和剤
1000倍散布
100 L/10 a

1,14

オクラ
(果実)

2 30.0%くん煙顆粒剤
くん煙

6 g/100 m
3 5 1,3,7

30,60,90,120

2
1000倍散布

400,450 L/10 a
3

2
20倍無人ﾍﾘ散布

4 L/10 a
3

つるむらさき
(茎葉)

2 37.5%水和剤
2000倍散布
300 L/10 a

2

みかん
(果肉)

6

50.0%水和剤

1500倍散布
500～667 L/10 a

2

4 30.0%くん煙顆粒剤
くん煙

10 g/100 m
3 3

30 ,45,60
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

プロシミドンの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ/代謝物N/加水分解により代謝物Nに
変換される化合物(ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝを含む。)】

圃場A:10.0/-/-

圃場B:9.06/-/- (2回,60日)

圃場C:6.77/-/-

圃場D:4.32/-/-

圃場E:9.18/-/-

圃場F:11.0/-/-

30,60 圃場A:14.9/-/- (3回,30日)(#)

31,60 圃場B:17.4/-/- (3回,31日)(#)

30 ,60 圃場A:0.58/-/- (3回,60日)

45,60 圃場B:2.05/-/-

圃場C:2.52/-/-

圃場D:5.89/-/-

圃場A:1.86/-/-
注2)

圃場B:2.24/-/-
注2)

(2回,60日)

圃場C:1.83/-/- 
注2)

圃場D:0.96/-/- 
注2)

圃場E:1.40/-/- 
注2)

圃場F:1.75/-/- 
注2)

(2回,60日)
30,60 圃場A:2.29/-/- 

注2)
(3回,60日)(#)

31,60 圃場B:4.13/-/- 
注2)

(3回,31日)(#)
30 ,60 圃場A:0.10/-/- 

注2)
(3回,60日)

45,60 圃場B:0.32/-/- 
注2)

圃場C:0.64/-/- 
注2)

圃場D:0.89/-/- 
注2)

30 圃場A:0.130/-/- (#)

31 圃場B:0.28/-/-(3回,31日)(#)

211 圃場A:0.03/-/- (#)

234 圃場B:0.02/-/- (#)

圃場A:0.72/-/- (2回,90日)

圃場B:0.81/-/-

圃場C:0.52/-/- (2回,90日)

ネーブル
（果実）

1 50.0%水和剤
20倍無人ﾍﾘ散布

4 L/10 a
3 259 圃場A:0.07/-/- (#)

いよかん
（果実）

1 50.0%水和剤
20倍無人ﾍﾘ散布

4 L/10 a
3 186 圃場A:0.02/-/- (#)

1
1500倍散布
600 L/10 a

2 30,60,90 圃場A:1.63/-/-

1
20倍無人ﾍﾘ散布

4 L/10 a
3 103 圃場A:0.08/-/- (#)

圃場A:1.12/-/- (2回,60日)

圃場B:1.12/-/-

1
20倍無人ﾍﾘ散布

4 L/10 a
3 101 圃場A:0.03/-/- (#)

1
1500倍散布
600 L/10 a

2 30,60,90,120 圃場A:1.41/-/-

180 圃場A:0.09/-/- (#)

173 圃場B:0.06/-/- (#)

91,121 圃場A:0.05/-/- (4回,91日)

92,123 圃場B:0.17/-/- (2回,92日)

1,8,14 圃場A:0.16/-/- (3回,14日)

1,7,14 圃場B:0.24/-/-

圃場A:0.95/-/-(3回,7日)

圃場B:0.56/-/-

圃場C:1.32/-/-(3回,3日)(#)

圃場A:22.4/-/-(3回,7日)

圃場B:18.7/-/-

圃場C:19.8/-/-(#)

圃場A:4.40/-/-
注3)

(3回,7日)

圃場B:3.93/-/-
注3）

圃場C:6.49/-/-
注3)

(3回,3日)(#)
圃場A:1.12/-/- (4回,3日)(#)

圃場B:0.238/-/- (4回,14日)(#)

1 ,3,7,10,22,28,32 圃場A:0.26/-/- (3回,7日)

1 ,3,7,14,21,28,35 圃場B:0.24/-/- (3回,14日)

みかん
(果皮)

6

50.0%水和剤

1500倍散布
500～667 L/10 a

2 30,60,90,120

2
1000倍散布

400,450 L/10 a
3

4 30.0%くん煙顆粒剤
くん煙

10 g/100 m
3 3

30 ,45,60

4 30.0%くん煙顆粒剤
くん煙

10 g/100 m
3 3

30 ,45,60

みかん
(果実)

6

50.0%水和剤

1500倍散布
500～667 L/10 a

2 30,60,90,120

2
1000倍散布

400,450 L/10 a
3

みかん
(ジュース)

2 50.0%水和剤
1000倍散布

400,450 L/10 a
3

なつみかん
（果実）

2

50.0%水和剤

1500倍散布
500 L/10 a

3

すだち
（果実）

2

50.0%水和剤

1500倍散布
500 L/10 a

2 30,60,90

3
1500倍散布

525～656 L/10 a
2 30,60,90,120

かぼす
（果実）

50.0%水和剤

ゆず
（果実）

50.0%水和剤

2
1500倍散布

十分量,500 L/10 a
3

りんご
(果実)

2 50.0%水和剤
1000倍散布

400 L/10 a,40 L/樹
2,4

びわ
(果実)

3 50.0%水和剤
1000倍散布

400,438,930 L/10 a
3 1,3,7

1,3,7

びわ
(果皮)

3 50.0%水和剤
1000倍散布

400,438,930 L/10 a
3 1,3,7

びわ
(果肉)

2 50.0%水和剤
1000倍散布

400,600 L/10 a
3

3 50.0%水和剤
1000倍散布

400,438,930 L/10 a
3

もも
(果肉)

2

50.0%水和剤

1000倍散布
600 L/10 a,十分量

4,6 3,7,14

2
1000倍散布

320,333 L/10 a
3
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

プロシミドンの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ/代謝物N/加水分解により代謝物Nに
変換される化合物(ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝを含む。)】

圃場A:73.9/-/- (4回,3日)(#)

圃場B:16.4/-/- (4回,14日)(#)

1 ,3,7,10,22,28,32 圃場A:2.88/-/-

1 ,3,7,14,21,28,35 圃場B:2.58/-/-

1 ,3,7,10,22,28,32 圃場A:2.70/-/-

1 ,3,7,14,21,28,35 圃場B:2.33/-/-

圃場A:1.10/-/- (#)

圃場B:2.41/-/-

3 ,7 ,13 圃場A:0.128/-/- (1回,13日)

3 ,7 ,14 圃場B:0.089/-/-

3,5 圃場A:0.98/-/-

1,3 圃場B:2.34/-/-

圃場A:1.61/-/- (3回,3日)

圃場B:1.96/-/- (3回,3日)

圃場A:1.64/-/-

圃場B:0.62/-/-

圃場C:2.19/-/-

圃場D:0.950/-/- (3回,3日)

圃場A:0.63/-/- (6回,7日)(#)

圃場B:0.70/-/- (6回,3日)(#)

圃場A:2.50/-/-

圃場B:0.302/-/-

圃場A:4.01/-/- (6回,3日)(#)

圃場B:2.75/-/- (6回,3日)(#)

圃場A:0.106/-/- (4回,1日)(#)

圃場B:0.112/-/- (4回,1日)(#)

1
2000倍散布
375 L/10 a

4 1 圃場A:0.062/-/-

圃場A:0.038/-/-
圃場B:0.036/-/-(4回,3日)
圃場C:0.048/-/-

1
2000倍散布
375 L/10 a

4 1 圃場A:20.6/-/-

圃場A:12.6/-/-
圃場B:16.1/-/-
圃場C:16.0/-/-

1
2000倍散布
375 L/10 a

4 1 圃場A:2.75/-/-

圃場A:1.51/-/-

圃場B:2.26/-/-
圃場C:3.12/-/-(4回,1日)
圃場A:0.20/-/-
圃場B:0.20/-/-

もも
(果皮)

2 50.0%水和剤
1000倍散布

600 L/10 a,十分量
4,6 3,7,14

あんず
(果実)

2 50.0%水和剤
1500倍散布

140 ,300 L/10 a
2,3 14,21

もも
(果肉+果皮)

2 50.0%水和剤
1000倍散布

320,333 L/10 a
3

もも
(果実)

2 50.0%水和剤
1000倍散布

320,333 L/10 a
3

すもも
(果実)

2 50.0%水和剤
1000倍散布
400 L/10 a

1,3 ,5

おうとう
(果実)

2 50.0%水和剤
1000倍散布

30 L/樹,700 L/10 a
7 ,14,21

いちご
(果実)

2

50.0%水和剤

2000倍散布
100,130 L/10 a

3,6 3,7,14

4
2000倍散布
150 L/10 a

3

いちご
(果実)

2 25%フローダスト
散布

300 g/10 a
6 3,7,14

1,3

2

30.0%くん煙顆粒剤
くん煙

6 g/100 m
3

6 3,7,14

2 3,6 1,3

37.5%水和剤

3
2000倍散布

333,350,400 L/10 a
4 1,3,7

1,3,7

キウイフルーツ
(果皮)

37.5%水和剤

3
2000倍散布

333,350,400 L/10 a
4 1,3,7

キウイフルーツ
(果肉)

2 50.0%水和剤
1000倍散布

300,320 L/10 a
4 1,3,7

37.5%水和剤

3
2000倍散布

333,350,400 L/10 a
4

注2）果肉及び果皮の重量比から果実全体の残留濃度を算出した。

注3）作物残留試験において測定した果肉、果皮及び種子の重量比のデータから、果実全体の残留濃度を算出した。

　-：分析せず

(#)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で行われていないことを示す。また、適用範囲内ではない試験条件を斜体で示し
た。
今回、新たに提出された作物残留試験成績に網を付けて示している。
注1）当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大
使用条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

代謝物N及び加水分解により代謝物Nに変換される化合物（プロシミドンを含む。）の残留濃度は、プロシミドン濃度に換算した値で示した。

  表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収穫までの期間が最短
の場合にのみ最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合は、その使用回数及び経過日数について（　）
内に記載した。

マンゴー
(果実)

2 50.0%水和剤
1000倍散布
200 L/10 a

3 21,30,45

キウイフルーツ
(果実)
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農薬名 プロシミドン
（別紙２）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

zzz
小麦 0.3 0.3 ○ 0.01,0.06(\)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A大豆 3 2 ○ 0.498～1.35(n=6)

小豆類 5 3 ○ 0.13～2.46(n=6)(いんげんまめ)※1

らっかせい 2 2 ○ 0.246,0.826(\)
その他の豆類 2 2 ※2
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aばれいしょ 0.2 0.2 ○ 0.01～0.082(n=6)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aキャベツ 0.5 0.5 ○ 0.069,0.103(\)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aチコリ 5 5 ※2

エンダイブ 5 5 ※2

レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 2 2 ○ 0.04,0.836(#)(\)

その他のきく科野菜 2 2 ○ 0.24,0.66(\)（ふき）
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aたまねぎ 0.2 0.2 ○ 0.04,0.05(\)
ねぎ（リーキを含む。） 2 2 ○ 0.42,0.74(\)
にんにく 0.1 0.1 ○ 0.02,0.02(\)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aにんじん 0.2 0.2 ○ 0.02,0.05(\)
みつば 2 2 ○ <0.5,0.8(\)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aトマト 4 3 ○ 0.72～1.894(n=6)※1

ピーマン 10 5 ○ 1.50～3.80(#)(n=6)

なす 5 3 ○ 0.833～1.895(n=5)※1

その他のなす科野菜 5 5 ○ 1.68,2.55(\)（ししとう）
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aきゅうり（ガーキンを含む。） 4 4 ○ 0.338～2.2(#)(n=9)※1
かぼちゃ（スカッシュを含む。） 4 4 ○ （きゅうり（ガーキンを含む。）参照）※3

すいか 0.7 ○

すいか（果皮を含む。） 2 ○ 0.43,0.64(\)

メロン類果実 0.5 ○

メロン類果実（果皮を含む。） 2 ○ 0.48,0.67,0.88

その他のうり科野菜 1 1 ○ 0.20,0.46(\)（とうがん）
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aオクラ 2 2 ○ 0.29,0.78(\)
未成熟えんどう 3 3 ※2

未成熟いんげん 1 1 ※2

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aその他の野菜 2 2 ○ 0.1,0.8(\)(つるむらさき)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aみかん 1 ○

みかん（外果皮を含む。） 10 ○ 2.29,4.13(#)(\)

なつみかんの果実全体 2 申 0.52,0.72,0.81
レモン 5 申 0.96～2.24(n=6)(みかん(果実))※4
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 5 申 （みかん(果実）参照）※4
グレープフルーツ 5 申 （みかん(果実）参照）※4
ライム 5 申 （みかん(果実）参照）※4
その他のかんきつ類果実 5 申 （みかん(果実）参照）※4

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aりんご 0.5 0.5 ○ 0.05,0.17(\)
日本なし 1 1 ※2

西洋なし 1 1 ※2

マルメロ 1 1 ※2

びわ 0.7 ○

びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。） 15 ○ 3.93,4.40,6.49(#)

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aもも 0.7 ○

もも（果皮及び種子を含む。） 5 ○ 2.33,2.70(\)

ネクタリン 10 10 ※2
あんず（アプリコットを含む。） 5 5 ○ 1.10,2.41(#)(\)
すもも（プルーンを含む。） 0.5 0.5 ○ 0.089,0.128(\)

国/地域
基準値
ppm

参考基準値
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農薬名 プロシミドン
（別紙２）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

国/地域
基準値
ppm

参考基準値

うめ 10 10 ※2

おうとう（チェリーを含む。） 5 5 ○ 0.98,2.34(\)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aいちご 5 5 ○ 0.62～2.19(n=4)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aキウィー 0.5 ○

キウィー（果皮を含む。） 8 ○ 1.51～3.12(n=4)

マンゴー 0.5 0.5 ○ 0.20,0.20(\)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aなたね 2 2 ※2
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aその他のスパイス 30 25 ○ 4.32～11.0(n=6)(みかん(果皮))
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

申請（国内における登録、承認等の申請、ｲﾝﾎﾟｰﾄﾄﾚﾗﾝｽ申請）以外の理由により本基準（暫定基準以外の基準）を見直す基準値案につい
ては、太枠線で囲んで示した。

(#)これらの作物残留試験は、登録又は申請の適用の範囲内で試験が行われていない。

「登録有無」の欄に「申」の記載があるものは、国内で農薬の登録申請等の基準値設定依頼がなされたものであることを示している。

※4)「みかん」の作物残留試験結果の中で、「かんきつ（みかんを除く）」と同じ使用方法の作物残留試験結果を用いて基準値を設定する。

※1)小豆類、トマト、なす及びきゅうり（ガーキンを含む。）については、プロポーショナリティ（proportionality）の原則に基づき、処理濃度の
比例性を考慮して換算した。なお、GAPに適合した使用量として、小豆類、トマト及びきゅうり（ガーキンを含む。）は50.0%水和剤1000倍散
布を基に換算した。

※2)海外において基準値が設定されていることを考慮し、現行の基準値を維持することとする。

「登録有無」の欄に「○」の記載があるものは、国内で農薬等としての使用が認められていることを示している。

(\)作物残留試験結果の最大値を基準値設定の根拠とした。

食品区分を別途新設すること等に伴い、食品区分を削除したものについては、斜線で示した。

※3)ズッキーニは、かぼちゃ(スカッシュを含む。)の基準値が適用される。本剤の使用方法は、かぼちゃとズッキーニで異なるため、ズッキー
ニと使用方法が同一のきゅうりの作物残留試験成績から、かぼちゃ(スカッシュを含む。）の基準値を設定している。
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（別紙３）

食品名
基準値案
(ppm)

国民全体
(1歳以上)

TMDI

国民全体
(1歳以上)

EDI

幼小児
(1～6歳)

TMDI

幼小児
(1～6歳)

EDI

妊婦
TMDI

妊婦
EDI

高齢者
(65歳以上）

TMDI

高齢者
(65歳以上）

EDI

小麦 0.3 0.035 17.9 2.1 13.3 1.6 20.7 2.4 15.0 1.7zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
大豆 3 0.925 117.0 36.1 61.2 18.9 93.9 29.0 138.3 42.6
小豆類 5 0.858 12.0 2.1 4.0 0.7 4.0 0.7 19.5 3.3
らっかせい 2 0.536 2.6 0.7 1.2 0.3 1.2 0.3 2.8 0.8
その他の豆類 2 ● 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ばれいしょ 0.2 0.044 7.7 1.7 6.8 1.5 8.4 1.8 7.0 1.5zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
キャベツ 0.5 0.086 12.1 2.1 5.8 1.0 9.5 1.6 11.9 2.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
チコリ 5 ● 5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5
エンダイブ 5 ● 5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 2 0.436 19.2 4.2 8.8 1.9 22.8 5.0 18.4 4.0
その他のきく科野菜 2 0.45 3.0 0.7 0.2 0.0 1.2 0.3 5.2 1.2zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
たまねぎ 0.2 0.045 6.2 1.4 4.5 1.0 7.1 1.6 5.6 1.3
ねぎ（リーキを含む。） 2 0.58 18.8 5.5 7.4 2.1 13.6 3.9 21.4 6.2
にんにく 0.1 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
にんじん 0.2 0.035 3.8 0.7 2.8 0.5 4.5 0.8 3.7 0.7
みつば 2 0.65 0.8 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 1.0 0.3zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
トマト 4 1.2 128.4 38.5 76.0 22.8 128.0 38.4 146.4 43.9
ピーマン 10 3.123 48.0 15.0 22.0 6.9 76.0 23.7 49.0 15.3
なす 5 1.466 60.0 17.6 10.5 3.1 50.0 14.7 85.5 25.1
その他のなす科野菜 5 2.115 5.5 2.3 0.5 0.2 6.0 2.5 6.0 2.5zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
きゅうり（ガーキンを含む。） 4 1.05 82.8 21.7 38.4 10.1 56.8 14.9 102.4 26.9
かぼちゃ（スカッシュを含む。） 4 1.05 37.2 9.8 14.8 3.9 31.6 8.3 52.0 13.7
すいか（果皮を含む。） 2 0.535 15.2 4.1 11.0 2.9 28.8 7.7 22.6 6.0
メロン類果実（果皮を含む。） 2 0.677 7.0 2.4 5.4 1.8 8.8 3.0 8.4 2.8
その他のうり科野菜 1 0.33 2.7 0.9 1.2 0.4 0.6 0.2 3.4 1.1zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
オクラ 2 0.535 2.8 0.7 2.2 0.6 2.8 0.7 3.4 0.9
未成熟えんどう 3 ● 3 4.8 4.8 1.5 1.5 0.6 0.6 7.2 7.2
未成熟いんげん 1 ● 1 2.4 2.4 1.1 1.1 0.1 0.1 3.2 3.2zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他の野菜 2 0.45 26.8 6.0 12.6 2.8 20.2 4.5 28.2 6.3zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
みかん（外果皮を含む。） 10 3.21 178.0 57.1 164.0 52.6 6.0 1.9 262.0 84.1
なつみかんの果実全体 2 0.683 2.6 0.9 1.4 0.5 9.6 3.3 4.2 1.4
レモン 5 1.673 2.5 0.8 0.5 0.2 1.0 0.3 3.0 1.0
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 5 1.673 35.0 11.7 73.0 24.4 62.5 20.9 21.0 7.0
グレープフルーツ 5 1.673 21.0 7.0 11.5 3.8 44.5 14.9 17.5 5.9
ライム 5 1.673 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2
その他のかんきつ類果実 5 1.673 29.5 9.9 13.5 4.5 12.5 4.2 47.5 15.9zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
りんご 0.5 0.11 12.1 2.7 15.5 3.4 9.4 2.1 16.2 3.6
日本なし 1 ● 1 6.4 6.4 3.4 3.4 9.1 9.1 7.8 7.8
西洋なし 1 ● 1 0.6 0.6 0.2 0.2 0.1 0.1 0.5 0.5
マルメロ 1 ● 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。） 15 4.94 7.5 2.5 4.5 1.5 28.5 9.4 6.0 2.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
もも（果皮及び種子を含む。） 5 2.515 17.0 8.6 18.5 9.3 26.5 13.3 22.0 11.1
ネクタリン 10 ● 10 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
あんず（アプリコットを含む。） 5 1.755 1.0 0.4 0.5 0.2 0.5 0.2 2.0 0.7
すもも（プルーンを含む。） 0.5 0.109 0.6 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1
うめ 10 ● 10 14.0 14.0 3.0 3.0 6.0 6.0 18.0 18.0
おうとう（チェリーを含む。） 5 1.66 2.0 0.7 3.5 1.2 0.5 0.2 1.5 0.5zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
いちご 5 1.35 27.0 7.3 39.0 10.5 26.0 7.0 29.5 8.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
キウィー（果皮を含む。） 8 2.415 17.6 5.3 11.2 3.4 18.4 5.6 23.2 7.0
マンゴー 0.5 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1
なたね 2 ● 2 11.8 11.8 7.4 7.4 10.8 10.8 9.2 9.2zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のスパイス 30 8.388 3.0 0.8 3.0 0.8 3.0 0.8 6.0 1.7zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

計 1036.4 334.6 689.9 220.7 875.1 279.5 1267.7 408.6
ADI比（％） 53.7 17.4 119.5 38.2 42.7 13.7 64.6 20.8

EDI試算法：作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量

TMDI試算法：基準値案×各食品の平均摂取量
EDI：推定１日摂取量（Estimated Daily Intake)

●：個別の作物残留試験がないことから、暴露評価を行うにあたり基準値（案）の数値を用いた。
小豆類、トマト、なす及びきゅうり（ガーキンを含む。）については、プロポーショナリティ（proportionality）の原則に基づき、処理濃度の比例性を考慮して換算し
た値を、評価に用いた数値に使用した。

プロシミドンの推定摂取量 （単位：µg／人／day）
暴露評価に
用いた数値
（ppm)

TMDI：理論最大1日摂取量（Theoretical Maximum Daily Intake)

- 19 -



（別紙4-1）

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重/day)

ESTI/ARfD
(%)

小麦 小麦 0.3 ○ 0.035 0.0 0

大豆 大豆 3 ○ 0.926 0.9 0

小豆類 いんげん 5 ○ 0.510 0.8 0

らっかせい らっかせい 2 ○ 0.536 0.8 0
ばれいしょ ばれいしょ 0.2 ○ 0.082 0.8 0
キャベツ キャベツ 0.5 0.5 4.8 2

レタス類 2 2 11.3 4
たまねぎ たまねぎ 0.2 0.2 1.6 1
ねぎ（リーキを含む。） ねぎ 2 2 7.6 3
にんにく にんにく 0.1 0.1 0.1 0

にんじん 0.2 0.2 0.9 0

にんじんジュース 0.2 ○ 0.035 0.2 0

みつば みつば 2 2 1.6 1
トマト トマト 4 ○ 1.894 20.7 7
ピーマン ピーマン 10 ○ 3.80 9.7 3
なす なす 5 ○ 1.895 12.2 4

とうがらし（生） 5 5 8.1 3
ししとう 5 5 5.1 2

きゅうり（ガーキンを含む。） きゅうり 4 ○ 2.2 14.0 5
かぼちゃ 4 ○ 2.2 21.6 7
ズッキーニ 4 ○ 2.2 15.9 5

すいか（果皮を含む。） すいか 2 0.5 16.5 6
メロン類果実（果皮を含む。） メロン 2 2 34.0 10

とうがん 1 1 17.0 6

にがうり 1 1 8.1 3
オクラ オクラ 2 2 3.0 1

未成熟えんどう（さや） 3 3 4.9 2

未成熟えんどう（豆） 3 3 5.1 2
未成熟いんげん 未成熟いんげん 1 1 1.9 1

ずいき 2 2 20.2 7

もやし 2 2 4.6 2

れんこん 2 2 12.4 4

そら豆（生） 2 2 5.9 2
みかん（外果皮を含む。） みかん 10 1 9.3 3
なつみかんの果実全体 なつみかん 2 2 24.9 8
レモン レモン 5 ○ 2.24 4.7 2

オレンジ 5 ○ 2.24 21.1 7
オレンジ果汁 5 ○ 1.79 17.8 6

グレープフルーツ グレープフルーツ 5 ○ 2.24 38.6 10
きんかん 5 ○ 2.24 5.4 2
ぽんかん 5 ○ 2.24 23.6 8
ゆず 5 ○ 2.24 3.5 1
すだち 5 ○ 2.24 3.5 1
りんご 0.5 0.5 7.1 2
りんご果汁 0.5 ○ 0.11 1.2 0

日本なし 日本なし 1 1 15.1 5
西洋なし 西洋なし 1 1 14.0 5
びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。） びわ 15 3 21.5 7
もも（果皮及び種子を含む。） もも 5 0.7 9.5 3
すもも（プルーンを含む。） プルーン 0.5 0.5 2.9 1
うめ うめ 10 10 13.7 5
おうとう（チェリーを含む。） おうとう 5 5 12.5 4
いちご いちご 5 ○ 2.19 8.3 3
キウィー（果皮を含む。） キウィー 8 ○ 3.12 17.7 6
マンゴー マンゴー 0.5 0.5 6.7 2

○：作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値（STMR）を用いて短期摂取量を推計した。

その他の野菜

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）

その他のかんきつ類果実

りんご

○を付していない食品については、基準値案の値又は暴露評価対象物質の残留濃度から推定される基準値に相当する値を使用した。

ESTI：短期推定摂取量（Estimated Short-Term Intake）

未成熟えんどう

プロシミドンの推定摂取量（短期）：国民全体(1歳以上)

評価に用いた
数値
(ppm)

レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。）

にんじん

その他のなす科野菜

かぼちゃ（スカッシュを含む。）

その他のうり科野菜

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。

すいか（果皮を含む。）、みかん（外果皮を含む。）、びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）及びもも（果皮及び種子を含む。）については、作
物残留試験結果における果肉の残留濃度を用いて短期摂取量を推計した。

小豆類、トマト、なす及びきゅうり（ガーキンを含む。）については、プロポーショナリティ（proportionality）の原則に基づき、処理濃度の比例性
を考慮して換算した値を、評価に用いた数値に使用した。
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（別紙4-2)

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重

/day)

ESTI/ARfD
(%)

小麦 小麦 0.3 ○ 0.035 0.1 0
大豆 大豆 3 ○ 0.926 1.1 0
らっかせい らっかせい 2 ○ 0.536 0.6 0
ばれいしょ ばれいしょ 0.2 ○ 0.082 1.9 1
キャベツ キャベツ 0.5 0.5 7.8 3

レタス類 2 2 19.6 7
たまねぎ たまねぎ 0.2 0.2 3.5 1
ねぎ（リーキを含む。） ねぎ 2 2 13.0 4
にんにく にんにく 0.1 0.1 0.1 0
にんじん にんじん 0.2 0.2 2.1 1
トマト トマト 4 ○ 1.894 51.4 20
ピーマン ピーマン 10 ○ 3.8 24.9 8
なす なす 5 ○ 1.895 29.6 10
きゅうり（ガーキンを含む。） きゅうり 4 ○ 2.2 32.1 10

かぼちゃ 4 ○ 2.2 35.3 10
すいか（果皮を含む。） すいか 2 0.5 43.3 10
メロン類果実（果皮を含む。） メロン 2 2 58.6 20
オクラ オクラ 2 2 8.6 3

未成熟えんどう（さや） 3 3 3.7 1
未成熟えんどう（豆） 3 3 5.4 2

未成熟いんげん 未成熟いんげん 1 1 4.0 1
もやし 2 2 8.4 3
れんこん 2 2 20.6 7

みかん（外果皮を含む。） みかん 10 1 27.4 9
オレンジ 5 ○ 2.24 60.4 20
オレンジ果汁 5 ○ 1.79 31.9 10
りんご 0.5 0.5 16.0 5
りんご果汁 0.5 ○ 0.11 3.7 1

日本なし 日本なし 1 1 28.8 10
もも（果皮及び種子を含む。） もも 5 0.7 29.7 10
うめ うめ 10 10 34.1 10
いちご いちご 5 ○ 2.19 23.7 8

その他の野菜

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）

プロシミドンの推定摂取量（短期）：幼小児(1～6歳)

評価に用いた
数値
(ppm)

レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。）

かぼちゃ（スカッシュを含む。）

未成熟えんどう

○を付していない食品については、基準値案の値又は暴露評価対象物質の残留濃度から推定される基準値に相当する値を使用した。

りんご

ESTI：短期推定摂取量（Estimated Short-Term Intake）

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。

○：作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値（STMR）を用いて短期摂取量を推計した。

すいか（果皮を含む。）、みかん（外果皮を含む。）及びもも（果皮及び種子を含む。）については、作物残留試験結果における果肉の残留濃
度を用いて短期摂取量を推計した。

トマト、なす及びきゅうり（ガーキンを含む。）については、プロポーショナリティ（proportionality）の原則に基づき、処理濃度の比例性を
考慮して換算した値を、評価に用いた数値に使用した。
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(別紙4-3)

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重

/day)

ESTI/ARfD
(%)

小麦 小麦 0.3 ○ 0.035 0.0 0

大豆 大豆 3 ○ 0.926 0.8 2

小豆類 いんげん 5 ○ 0.51 0.8 2

らっかせい らっかせい 2 ○ 0.536 0.5 1
ばれいしょ ばれいしょ 0.2 ○ 0.082 0.8 2
キャベツ キャベツ 0.5 0.5 4.7 10

レタス類 2 2 11.3 30
たまねぎ たまねぎ 0.2 0.2 1.6 5
ねぎ ねぎ 2 2 6.8 20
にんにく にんにく 0.1 0.1 0.0 0

にんじん 0.2 0.2 0.9 3
にんじんジュース 0.2 ○ 0.035 0.2 1

みつば みつば 2 2 1.2 3
トマト トマト 4 ○ 1.894 18.6 50
ピーマン ピーマン 10 ○ 3.8 9.1 30
なす なす 5 ○ 1.895 11.4 30

とうがらし（生） 5 5 8.1 20
ししとう 5 5 6.1 20

きゅうり きゅうり 4 ○ 2.2 13.3 40
かぼちゃ 4 ○ 2.2 21.0 60
ズッキーニ 4 ○ 2.2 15.9 50

すいか（果皮を含む。） すいか 2 0.5 17.0 50
メロン類果実（果皮を含む。） メロン 2 2 35.8 100

とうがん 1 1 17.0 50
にがうり 1 1 8.7 20

オクラ オクラ 2 2 2.9 8
未成熟えんどう（さや） 3 3 4.0 10
未成熟えんどう（豆） 3 3 3.5 10

未成熟いんげん 未成熟いんげん 1 1 1.4 4
ずいき 2 2 20.3 60
もやし 2 2 4.5 10
れんこん 2 2 12.1 30
そら豆（生） 2 2 5.9 20

みかん（外果皮を含む。） みかん 10 1 8.3 20
なつみかんの果実全体 なつみかん 2 2 24.9 70
レモン レモン 5 ○ 2.24 4.7 10

オレンジ 5 ○ 2.24 19.3 60
オレンジ果汁 5 ○ 1.79 13.0 40

グレープフルーツ グレープフルーツ 5 ○ 2.24 36.2 100
きんかん 5 ○ 2.24 5.4 20
ぽんかん 5 ○ 2.24 23.5 70
ゆず 5 ○ 2.24 3.3 9
すだち 5 ○ 2.24 3.5 10

その他のうり科野菜

未成熟えんどう

プロシミドンの推定摂取量（短期）：妊婦又は妊娠している可能性のある女性(14～50歳)

評価に用いた
数値
(ppm)

レタス

にんじん

その他のかんきつ類果実

その他の野菜

その他のなす科野菜

かぼちゃ

オレンジ
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(別紙4-3)

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重

/day)

ESTI/ARfD
(%)

プロシミドンの推定摂取量（短期）：妊婦又は妊娠している可能性のある女性(14～50歳)

評価に用いた
数値
(ppm)

りんご 0.5 0.5 6.8 20
りんご果汁 0.5 ○ 0.11 1.2 3

日本なし 日本なし 1 1 14.5 40
西洋なし 西洋なし 1 1 14.0 40
びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。） びわ 15 3 21.5 60
もも（果皮及び種子を含む。） もも 5 0.7 9.0 30
すもも プルーン 0.5 0.5 2.9 8
うめ うめ 10 10 13.7 40
おうとう おうとう 5 5 12.5 40
いちご いちご 5 ○ 2.19 7.3 20
キウィー（果皮を含む。） キウィー 8 ○ 3.12 18.9 50
マンゴー マンゴー 0.5 0.5 6.7 20
ESTI：短期推定摂取量（Estimated Short-Term Intake）

りんご

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。

○：作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値（STMR）を用いて短期摂取量を推計した。

○を付していない食品については、基準値案の値又は暴露評価対象物質の残留濃度から推定される基準値に相当する値を使用した。

すいか（果皮を含む。）、みかん（外果皮を含む。）、びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）及びもも（果皮及び種子を含む。）につい
ては、作物残留試験結果における果肉の残留濃度を用いて短期摂取量を推計した。

小豆類、トマト、なす及びきゅうり（ガーキンを含む。）については、プロポーショナリティ（proportionality）の原則に基づき、処理濃度の
比例性を考慮して換算した値を、評価に用いた数値に使用した。
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（参考） 

これまでの経緯 

昭和５６年 ３月１９日 
平成１７年１１月２９日 

平成２２年１１月２４日 

 

平成２３年 １月２０日 

 

平成２６年 １月２０日 

 

平成２８年 ４月１８日 

 

平成２８年１０月１１日 

 

平成２９年 ５月３０日 

 

平成２９年 ９月 ７日 

平成３０年 ５月３０日 

 

初回農薬登録 

残留農薬基準告示 

農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基

準値設定依頼（適用拡大：小麦） 

厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定

に係る食品健康影響評価について要請 

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響

評価について通知 

農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基

準値設定依頼（適用拡大：ズッキーニ） 

厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定

に係る食品健康影響評価について要請 

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響

評価について通知 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

残留農薬基準告示 

 

令和 元年 ９月１１日 

 

令和 ２年１１月１１日 

 

令和 ３年 ２月１６日 

 

令和 ３年 ７月 １日 

令和 ３年 ７月 ７日 

 

農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基

準値設定依頼（適用拡大：かんきつ（みかんを除く）） 

厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定

に係る食品健康影響評価について要請 

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響

評価について通知 

薬事・食品衛生審議会へ諮問 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 
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● 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

[委員] 

○穐山  浩   学校法人星薬科大学薬学部薬品分析化学研究室教授 

 石井  里枝  埼玉県衛生研究所副所長（兼）食品微生物検査室長 

井之上 浩一  学校法人立命館立命館大学薬学部薬学科臨床分析化学研究室教授 

 大山  和俊  一般財団法人残留農薬研究所化学部長 

折戸  謙介  学校法人麻布獣医学園理事（兼）麻布大学獣医学部生理学教授 

  加藤   くみ子 学校法人北里研究所北里大学薬学部分析化学教室教授 

  魏   民   公立大学法人大阪大阪市立大学大学院医学研究科 

                   環境リスク評価学准教授 

佐藤   洋   国立大学法人岩手大学農学部共同獣医学科比較薬理毒性学研究室教授 

 佐野  元彦  国立大学法人東京海洋大学学術研究院海洋生物資源学部門教授 

須恵   雅之  学校法人東京農業大学応用生物科学部農芸化学科 

          生物有機化学研究室准教授 

 瀧本  秀美  国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

         国立健康・栄養研究所栄養疫学・食育研究部長 

中島   美紀  国立大学法人金沢大学ナノ生命科学研究所 

薬物代謝安全性学研究室教授 

 永山  敏廣  学校法人明治薬科大学薬学部特任教授 

 根本  了   国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長 

 野田   隆志  一般社団法人日本植物防疫協会信頼性保証室付技術顧問 

 二村  睦子  日本生活協同組合連合会常務執行役員 

（○：部会長） 
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答申（案） 

プロシミドン

食品名 残留基準値

ppm

zzz #N/A小麦 0.3
#N/A#N/A大豆 3

小豆類
注1） 5

らっかせい 2

その他の豆類
注2） 2

#N/A#N/Aばれいしょ 0.2
#N/A#N/Aキャベツ 0.5
#N/A#N/Aチコリ 5

エンダイブ 5
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 2

その他のきく科野菜
注3） 2

#N/A#N/Aたまねぎ 0.2
ねぎ（リーキを含む。） 2
にんにく 0.1

#N/A#N/Aにんじん 0.2
みつば 2

#N/A#N/Aトマト 4
ピーマン 10
なす 5

その他のなす科野菜
注4） 5

#N/A#N/Aきゅうり（ガーキンを含む。） 4
かぼちゃ（スカッシュを含む。） 4
すいか（果皮を含む。） 2
メロン類果実（果皮を含む。） 2

その他のうり科野菜
注5） 1

#N/A#N/Aオクラ 2
未成熟えんどう 3
未成熟いんげん 1

#N/A#N/Aその他の野菜
注6） 2

#N/A#N/Aみかん（外果皮を含む。） 10
なつみかんの果実全体 2
レモン 5
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 5
グレープフルーツ 5
ライム 5

その他のかんきつ類果実
注7） 5

#N/A#N/Aりんご 0.5
日本なし 1
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食品名 残留基準値

ppm

西洋なし 1
マルメロ 1
びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。） 15

#N/A#N/Aもも（果皮及び種子を含む。） 5
ネクタリン 10
あんず（アプリコットを含む。） 5
すもも（プルーンを含む。） 0.5
うめ 10
おうとう（チェリーを含む。） 5

#N/A#N/Aいちご 5
#N/A#N/Aキウィー（果皮を含む。） 8

マンゴー 0.5
#N/A#N/Aなたね 2
#N/A#N/Aその他のスパイス

注8） 30
#N/A #N/A

注8）「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、
とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）
の果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。

注1）「小豆類」には、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア
豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズ豆を含む。
注2）「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及
びスパイス以外のものをいう。
注3）「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティ
チョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。）及び
ハーブ以外のものをいう。
注4）「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のも
のをいう。
注5）「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり（ガーキンを含む。）、か
ぼちゃ（スカッシュを含む。）、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のも
のをいう。
注6）「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野
菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけ
のこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイ
ス及びハーブ以外のものをいう。

注7）「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつ
みかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ（ネーブルオレンジを含
む。）、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。

- 27 -


